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米 沢 市
よ ね ざ わ し

福 祉
ふ く し

事 務 所
じ む し ょ

 



障がい程度別該当事業一覧表

○……ほぼ該当 ※該当になっている事業でも、年齢や所得等に制限

△……一部該当 がありますので、詳しくは本文をご覧下さい。

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ＡＢ 1 2 3

障害基礎年金 11

障害厚生年金・障害手当金 12

特別障害者手当 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 13

障害児福祉手当 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 13

特別児童扶養手当 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 13

重度心身障がい児
養育手当

△ △ △ △ △ △ △ △ △ 14

心身障がい者扶養共済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14

児童扶養手当 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 14

自立支援医療
（精神・更生・育成）

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 15

後期高齢者医療 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 17

重度心身障がい(児)者医療 ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △ ○ 18

特定医療費（指定難病）
助成事業

○ 18

補装具 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 19

日常生活用具 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 20

車いすの無料貸出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26

意思疎通支援者の派遣 ○ ○ △ 26

福祉サービス利用援助事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26

声の広報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27

訪問入浴サービス △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 27

人工透析患者の
通院費助成

△ 27

在宅酸素療法者支援事業 △ △ 28

紙おむつ給付券の交付 △ △ △ 29

訪問理美容サービス △ △ 30

高齢者等除雪援助員派遣事業 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 30

高齢者等雪下ろし助成事業 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 31

押雪軽減支援制度 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 31

高齢者生活支援事業
（生活援助員の派遣）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 32

移動支援事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33

日中一時支援事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33

身体障害者手帳 療育
手帳

精神
保健
手帳

ペ
|
ジ

難
病
患
者

国民年金法・厚生年金法施行令の障がい等級表による

視覚障がい 聴覚平衡
音声
言語

そしゃく
肢体不自由

内部
障がい

医

療

年
金
手
当
等

日

常

生

活

- 1 -



障がい程度別該当事業一覧表

○……ほぼ該当 ※該当になっている事業でも、年齢や所得等に制限

△……一部該当 がありますので、詳しくは本文をご覧下さい。

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ＡＢ 1 2 3

身体障害者手帳 療育
手帳

精神
保健
手帳

ペ
|
ジ

難
病
患
者

視覚障がい 聴覚平衡
音声
言語

そしゃく
肢体不自由

内部
障がい

所得税・住民税の
障害者控除

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34

相続税の障害者控除 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 34

軽自動車税・自動車税の減
免

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 35

自動車税（環境性能割）の減
免

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 36

ストマ用装具の医療費控除 △ △ △ △ 37

マル優など利子の非課税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 37

ＮＨＫ放送受信料の減免 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 37

点字郵便物等の郵便料減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 38

官製はがきの無料配布
（青い鳥はがき）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 38

ＮＴＴ無料番号案内
（ふれあい案内）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39

携帯電話障がい者割引 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 39

ＪＲ旅客運賃の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40

ＪＲ障がい者割引
（ジパング倶楽部）

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 41

私鉄旅客運賃割引
フェリー旅客運賃割引

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 41

航空運賃割引 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 41

有料道路割引 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 42

バス運賃割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ 43

タクシー料金の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43

福祉タクシー利用助成券 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 44

自動車運転免許
取得費の助成

△ △ △ △ △ △ 45

自動車燃料費助成事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 45

自動車改造費の助成 △ △ △ △ △ △ 46

介護用自動車
改造費等の助成

△ △ △ 46

山形県身体障がい者等用
駐車施設利用証制度

○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ 47

駐車禁止除外
標章の交付

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 48

交

通
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の
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米沢市
よねざわし

 障
しょう

がい者
しゃ

支援室
しえんしつ

（市
し

役所
やくしょ

１階
かい

 社会
しゃかい

福祉課内
ふ く し か な い

） 

電 話
で ん わ

 ２２ – ５１１１（代表
だいひょう

） 

FAX
ファックス

 ２１ – １６００ 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

担当
たんとう

   

障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

担当
たんとう

 

 

【業務内容】 障がい福祉担当では… 

        ・主に 18 歳以上の障がいのある方の総合的な相談 

        ・障害者手帳について 

        ・障害者総合支援法 障害福祉サービスについて 

        ・障がい者虐待防止センターとしての業務 など 

     ②障がい児支援担当では… 

        ・障がいのある子ども（主に 18 歳未満の方）と親の総合的な相談 

          ・児童福祉法 通所支援サービスについて など 

          ※「障がい」と認定されていない場合でもお気軽にご相談ください 

 

指定
し て い

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

〇 あずさ 

電話：２４ – ４３３５  場所：米沢市大字三沢２６１００－１４ 

時間：8：30 ～ 17：0０ （土日、祝日及び年末年始は休み） 

 

〇 しょうがい者
しゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

「すてっぷ」 

電話：２２ – ０７０３  場所：米沢市東２-8-54 

時間：9：30 ～ 17：00  

（奇数週の土曜と偶数週の木曜、日曜祝日及び年末年始は休み） 

 

【業務内容】 ・地域で生活する障がいのある方の生活全般に関わる様々な相談 

・さまざまな福祉サービスの利用援助や情報提供 

 相 談
そ う だ ん

窓 口
ま ど ぐ ち

 

内線
ないせん

 ３６０２ ～ ３６０５・３６１８ 
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身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

 
電話：（０２３）６２７ – １１９７（身体障がい） 

（０２３）６２７ – １３６４（知的障がい） 

          場所：山形市十日町 1-6-6（福祉相談センター内） 

 
【業務内容】 ・身体障がい者、知的障がい者の援護に必要な専門的判定 

         （障害者手帳や補装具の判定など） 

 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター 

電話：（０２３）６２４ – １２１７ 

場所：山形市小白川町 2-3-30 
 

【業務内容】 ・精神保健福祉全般に関する相談 

       ・自立支援医療（精神通院医療）、精神障害者保健福祉手帳の判定 

・酒害や薬物問題の相談 

・ひきこもりに関する相談 

         ・思春期精神保健に関する相談 

        ※所内での面接相談（予約制）や電話相談を実施 

 

置賜
おきたま

保健所
ほけんじょ

 地域
ち い き

保健
ほ け ん

福祉課
ふ く し か

 

電話：２２ – ３０１５（精神保健福祉担当） 

置賜
おきたま

保健所
ほけんじょ

 子
こ

ども家庭
か て い

支援課
し え ん か

  

電話：２２ – ３２０５（難病担当） 
場所：米沢市金池 7-1-50 

 

【業務内容】 ・精神保健福祉全般に関する相談 

・難病医療福祉に関する相談 

 

山形県
やまがたけん

難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
し え ん

センター 
電話：（０２３）６３１ – ６０６１ 
場所：山形市小白川町 2-3-30（山形県小白川庁舎内） 

 

【業務内容】 ・難病に関する相談や情報提供   ・療養生活の支援 

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ
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児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

 

○  山形県
やまがたけん

中央
ちゅうおう

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

 

電話：（０２３）６２７ – １１９５ 

場所：山形市十日町 1-6-6（福祉相談センター内） 

○  中央
ちゅうおう

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

 置賜
おきたま

駐在
ちゅうざい

 

電話：２６ – ６０３２ 

場所：米沢市金池 7-1-50（置賜総合支庁内） 
 

【業務内容】 ・児童虐待や家庭で養育が困難な養護に関する相談 

       ・18 歳未満の児童を対象にことばなどの発達や知的障がいに関する相談 

・盗みや乱暴などの非行、育児やしつけ、不登校などの相談 

 

 山形県
やまがたけん

発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

センター 

電話：（０２３）６７３ – ３３１４ 

場所：上山市河崎 3-7-1（山形県立こども医療療育センター内） 

 

【業務内容】 ・発達障がいを有する方やそのご家族の相談支援 

        ・発達支援、就労支援 など 

 

 米沢市
よねざわし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

電話：２４ – ７８８１ FAX：２４–７８６１ 

場所：米沢市西大通 1-5-60（米沢市すこやかセンター２階） 
 

【業務内容】 ・地域住民の福祉に対する理解と関心を深めるための普及活動 

・生活福祉資金の貸付 

・障がい者、高齢者、児童、母子、父子福祉に関する事業 

・福祉サービス利用援助事業 など 
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サポートセンターおきたま（置賜
おきたま

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター） 

電話：（０２３８）８８ – ５３５７ 

場所：長井市高野町 2 丁目 3 番 1 号 

置賜総合支庁西置賜地域振興局１階 

 
【業務内容】 ・障がい者の働くこと、働きながら生活していくための相談、助言 

       ・職場実習のあっせん、就職後の職場定着の支援 

 

民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

 

問合せ：社会福祉課 総務企画担当 

電話：２２ – ５１１１ 

  （内線３６０７、３６０８） 

 
【活動内容】 ・社会奉仕の精神をもとに、住民の立場に立った相談、助言 

       ・総合的な福祉の推進、向上のための支援 

 

米沢市
よねざわし

身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 

電話：２４ – ８１８１（内線１１０） 

場所：米沢市西大通 1-5-60（米沢市すこやかセンター１階） 

時間：火・木・土曜の午後 

 
【活動内容】 ・身体障がい者福祉の向上、推進のための活動 

       ・身体障がい者の相談、助言 

 

山形県喉摘者
やまがたけんこうてきしゃ

福祉
ふ く し

団体
だんたい

発声
はっせい

教室
きょうしつ

 山彦会
やまびこかい

 

電話：（０２３）６４２ – ５１８１ 

 FAX：（０２３）６２５ – ２１５０ 

場所：山形市小白川町２-３-４７（山形市福祉文化センター内） 

※ 米沢支部もあり。詳細は上記にお問い合わせください 

 
【活動内容】 ・人工喉頭を使った発声練習や情報交換のための教室の開催 
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身体
しんたい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

相談員
そうだんいん

 

身体障がい者のあらゆる問題に、同じ障がい者の立場からその経験を 

通して相談に応じます 

氏  名 住    所 電 話 

山 田 記 子
や ま だ の り こ

 米沢市中央 2 丁目 6 番 6 号５０２号室 090-9740-3382 

大 竹
お お た け

雄
ゆ う

次
じ

 
米沢市塩井町塩野 2287 番地の 7 

市営住宅 3-306 号室 

 

木 村
き む ら

 了
さとる

 米沢市東大通３丁目８番 9 号 22-2686 

齋 藤
さ い と う

定 雄
さ だ お

 
（米沢市身体障がい者福祉協会々長） 

米沢市太田町 4 丁目 1 番 128-8 号 38-6115 

佐 藤
さ と う

登 志 男
と し お

 米沢市諸仏町 4866 番地の 6 38-3795 

清 水
し み ず

 潤
じゅん

 米沢市矢来１丁目３番 65 号 22-8199 

退
た い

田
だ

妙 子
た え こ

 米沢市六郷町桐原 287 番地 37-4479 

髙
た か

橋
は し

祐 三
ゆ う ぞ う

 米沢市中央１丁目 13 番 14 号 601 号室 21-1370 

藤
ふ じ

身
み

貴 一
き い ち

 米沢市中田町 795 番地の 17 37-2273 

我 妻
わ が つ ま

收 子
か ず こ

 米沢市塩井町塩野 798 番地の 5 21-6431 

我 妻
わ が つ ま

次
つ ぎ

雄
お

 米沢市諸仏町 3580 番地の 2 38-3375 

 

知的
ち て き

障
しょう

害
がい

者
しゃ

相談員
そうだんいん

 

知的障がい者の生活指導や養育など、身近な相談に応じます 

氏  名 住    所 電 話 

佐 藤
さ と う

美 智 子
み ち こ

 米沢市城西 2 丁目 3 番 32 号 22-6300 

髙
た か

橋
は し

美 津 子
み つ こ

 米沢市花沢町３２４９番地 23-6893 

山 口
や ま ぐ ち  

好 江
よ し え

 米沢市吾妻町 3 番 16 号 38-5150 

我 妻
わ が つ ま

み さ 子
こ

 米沢市万世町牛森 4850 番地 28-6927 
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身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

  

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

 

身体に障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です 

障がいの種類や程度により１級から６級までの手帳が交付されます 

申請に必要なもの 

● 申 請 書     用紙は社会福祉課にあります 

● 指定医の診断書 

● 写 真 １ 枚 … 縦４㎝×横３㎝、脱帽、上半身で撮影一年以内、ﾎﾟﾗﾛｲﾄﾞ不可、 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗは光沢紙等の写真用紙に印刷されたもの 

● 個人番号（マイナンバー）の確認書類 

程度の変更、障がい名の追加 

障がいの程度が変わった時や新たに障がいが生じた時は、①、又は②の手続きが必要です 

①指定医の診断書での申請 … 上記の「申請に必要なもの」をそろえて社会福祉課で申請 

②巡回相談での申請 … 毎年春と秋の年２回、米沢市内の会場での無料診察（※注 1,2） 

※注 1：対象は肢体不自由・聴覚のみ。 

肢体不自由の場合は原則新規申請不可で、程度変更のみが対象 

 

     ※注 2：時期が近づきましたら「広報よねざわ」にてご案内します 

住居地や氏名等の変更 

手帳を持参のうえ、社会福祉課で変更届出をしてください 

なお、市外に転出される場合は、転出先にて届出をしてください 

手帳の返還 

死亡等の理由で手帳を使用しなくなった場合は、手帳の返還が必要です 

手帳を持参のうえ、社会福祉課にて返還届出をしてください 

級 

障        が       い       名 

視覚 聴覚 
平衡 

機能 

音声・言語・ 

そしゃく機能 

肢体不自由 

心臓 

機能 

じん臓 

機 能 

呼吸器 

機 能 

ぼうこう 

又は直腸 

機能 

小腸 

機能 

肝臓 

機能 

免疫 

機能 上肢 下肢 体幹 

乳幼期以前の非進行性の

脳病変による運動機能 

上肢機能 移動機能 

１ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ 

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○        

６ ○ ○   ○ ○  ○ ○        

 手 帳
て  ち ょ う
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療育
りょういく

手帳
てちょう

 

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

知的障がいの方に一貫した指導・相談を行うとともに、当該者が各種の援護を 

受けやすくするための手帳です 

障がいの程度に応じて「A（重度）」または「B（それ以外）」の手帳が交付されます 

申請に必要なもの 

● 申 請 書  

● 個人票、世帯票    用紙は社会福祉課にあります 

● 同 意 書  

● 写 真 １ 枚 … 縦４㎝×横３㎝、脱帽、上半身で撮影一年以内、ﾎﾟﾗﾛｲﾄﾞ不可、 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗは光沢紙等の写真用紙に印刷されたもの 

● 個人番号（マイナンバー）の確認書類 
 

なお、申請後は下記の判定機関で程度の判定を受けます 

【判定機関】１８歳未満 → 中央児童相談所        ４、５ページ 

１８歳以上 → 知的障がい者更生相談所    参照 

程度確認 

手帳交付後も一定期間毎に程度を確認する判定を受けなければなりません 

 対     象 再判定時期 

知的 

障がい児 

1 就学前の児童及び学齢以上の児童で、障がい程度の変 

更が予想される児童 

 

2 上記以外の児童 

 

2 年後 

 

5 年後 

知的 

障がい者 

1 18 歳以上の者で、障がい程度の変更が予想される者 

 

2 上記以外の者 

 

5 年後 

 

無期又は必要と考え

られる年数 

住居地や氏名等の変更 

手帳を持参のうえ、社会福祉課で変更届出をしてください 

なお、市外に転出される場合は、転出先にて届出をしてください 

手帳の返還 

死亡等の理由で手帳を使用しなくなった場合は、手帳の返還が必要です 

手帳を持参のうえ、社会福祉課で返還届出をしてください
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精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 ※個人番号（マイナンバー）必要 

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

  （内線３６０２～３６０５・３６１８） 

 

精神障がいのある方が各種の援護を受けやすくするための手帳です 

精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付され、 

障がいの程度に応じて 1 級から 3 級までの手帳が交付されます 

申請に必要なもの ※①または②の申請の場合でも、個人番号の確認書類が必要です。 

申請は、下記の①または②の方法で手続きして下さい 

① 医師の診断書を添付する方法 

● 申 請 書     用紙は社会福祉課にあります 

● 医師の診断書 ※   ※初診日から６ヶ月以上経過した時点のもの 

● 写 真 １ 枚 … 縦４㎝×横３㎝、脱帽、上半身で撮影一年以内、ﾎﾟﾗﾛｲﾄﾞ不可、 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗは光沢紙等の写真用紙に印刷されたもの 

 

② 障害年金証書等の写しを添付する方法 

● 申 請 書     用紙は社会福祉課にあります 

● 同 意 書 

● 精神障がいを支給事由とする年金給付を受けていることの証明書類の写し 

（次のどちらか） 

ア．年金証書または直近の年金振込（支払）通知書の写し 

イ．特別障害給付金受給資格者証または直近の国庫金振込(送金)通知書の写し 

● 写 真 １ 枚 … 縦４㎝×横３㎝、脱帽、上半身で撮影一年以内、ﾎﾟﾗﾛｲﾄﾞ不可、 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗは光沢紙等の写真用紙に印刷されたもの 

  

更新申請 

手帳の有効期限は２年となっていますので、更新する場合は手続が必要です 

上記と同様に①、又は②の方法で、有効期限の概ね 3 カ月前から手続き可能です 

住居地や氏名等の変更 

手帳と印鑑を持参のうえ、社会福祉課で変更届出をしてください 

なお、市外に転出される場合は、転出先にて届出をしてください 

手帳の返還 

死亡等の理由で手帳を使用しなくなった場合は、手帳の返還が必要です 

手帳と印鑑を持参のうえ、社会福祉課で返還届出をしてください
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障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

（国民年金） 

      問合せ 及び 申請先：保険年金課 年金担当（１階１２番） 

電 話：２２ – ５１１１ 

  （内線３２０７，３２０８） 

 

国民年金加入中に、病気やケガで障害等級に該当する状態になったとき、 

要件を満たせば受給できる年金です 

申請に必要なもの 

請求の方法や内容により異なりますので、上記でご相談ください 

受 給 要 件  

●次のＡ Ｂ Ｃのすべてに該当すること 

Ａ 障がいの原因となった病気やけがの初診日（※１）が次のいずれかの間にあること 

   ・国民年金加入期間 

   ・20 歳前または 60 歳以上 65 歳未満の年金未加入期間 

    注）老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます 

Ｂ 障がいの原因となった病気やけがによる障がいの程度が、障がい認定日（※２）ま

たは 20 歳に達したときに、障害基礎年金の障害認定基準に該当すること 

Ｃ 保険料の納付要件（※３）を満たしていること 

  注）20 歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です 

※１初診日：障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日 

 ※２障がい認定日：障がいの程度を定める日のことで、その障がいの原因となった病気

やけがについての初診日から起算して 1 年 6 か月経過した日、また

は 1 年 6 か月以内にその病気やけがが治った場合（症状が固定した

場合）はその日 

 ※3 納付要件：初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の 

うち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が 3 

分の 2 以上あること 

注）特例もありますので、上記窓口にてご相談ください 

 年金
ね ん き ん

・手当
て あ て
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障害
しょうがい

厚生
こうせい

年金
ねんきん

（厚生年金） 

               問合せ 及び 申請先：米沢年金事務所 

電 話：２２ – ４２２０ 

 

厚生年金加入中に、病気やケガで障害等級に該当する状態になったとき、 

要件を満たせば受給できる年金です 

申請に必要なもの 

請求の方法や内容により異なりますので、上記でご相談ください 

受 給 要 件 

●次のＡ Ｂ Ｃのすべてに該当すること 

 Ａ 厚生年金保険の被保険者である間に、障がいの原因となった病気やけがの初診日が

あること 

 Ｂ 障がいの原因となった病気やけがによる障がいの程度が、障がい認定日に障害厚生

年金の障害認定基準に該当すること 

 Ｃ 保険料の納付要件を満たしていること 

※ 各種基礎年金との併給については、年金事務所にお問い合せ下さい 

 

障害
しょうがい

手当金
てあてきん

（一時
い ち じ

金
きん

） 

               問合せ 及び 申請先：米沢年金事務所 

電 話：２２ – ４２２０ 

 

障がいの程度が軽く、厚生年金法で定める障がいの程度表に該当しない場合に支給され 

る一時金です 

受 給 要 件 

●次のＡ Ｂ Ｃのすべてに該当すること 

Ａ 厚生年金保険の被保険者である間に、初診日があること 

Ｂ 障がいの原因となった病気やけがが初診日から 5 年以内に治り（症状が固定し）、 

その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い状態であって、障害手当金の認 

定基準に該当すること 

    Ｃ  保険料の納付要件を満たしていること 
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特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

 

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

２０歳以上で、精神、又は身体に重度の障がいがあるために、日常生活において常時 

介護を必要とする状態にある方に支給されます 

手 当 額 月額 ２７，９８０円（支給月は２、５、８、１１月） 

支給制限 次の事項に該当するときは支給されません 

     ○ 一定以上の所得のある場合 ○ 福祉施設等に入所している場合 

     ○ 病院等に３カ月以上入院している場合 

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

２０歳未満で、精神、又は身体に重度の障がいがあるために、日常生活において常時 

介護を必要とする状態にある児童に支給されます 

手 当 額 月額 １５，２２０円（支給月は２、５、８、１１月） 

支給制限 次の事項に該当するときは支給されません 

     ○ 一定以上の所得のある場合 ○ 児童が福祉施設等に入所している場合 

     ○ 児童が障がいを理由とする年金を受けている場合 

 

特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

心身に重度の障がいのある２０歳未満の児童を、在宅で養育している保護者に支給されます 

手 当 額 月額 （１級）５３，７００円 （２級）３５，７６０円 

（支給月は４、８、１１月） 

支給制限 次の事項に該当するときは支給されません 

     ○ 一定以上の所得のある場合 ○ 福祉施設等に入所している場合 
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重度
じゅうど

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

養育
よういく

手当
て あ て

 

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１（内線 3602～3605・3618） 

３歳以上２０歳未満の重度障がい児を、在宅で養育している保護者に支給されます 

（身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ａ、特別児童扶養手当１級に該当する児童） 

手 当 額 月額 ３，０００円（支給月は１、４、７、１０月） 

支給制限 次の事項に該当するときは支給されません 

   ○ 福祉施設等に入所している場合  

 

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

制度
せ い ど

 

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１（内線 3602～3605・3618） 

 共済に加入している心身障がい(児)者の保護者が死亡した場合などに、残された 

障がい(児)者に対して年金を支給します（掛金は加入時の年齢により異なります） 

支 給 額 ひとくち加入の場合：月額 ２０，０００円 

     ふたくち加入の場合：月額 ４０，０００円（ふたくちが限度です） 

加入要件 山形県内に住所があり、心身障がい(児)者を扶養している６５歳未満の健康な人 

 

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 

問合せ 及び 申請先：子育て支援課 給付担当（１階１４番） 

電 話：２２ – ５１１１（内線３７０９） 

父又は母の死亡や離別、生死不明の場合や、父又は母が一定の障がいを有している場合、そ

の児童を養育している方に支給されます。ご相談ください。 

※ 児童とは１８歳になった年度末までですが、一定の障がいがある児童の場合は２０歳未満となります 

手 当 額 手当は年間所得額等により決まります。          （単位：月額） 

※支給月は、５、７、９、１１、１、３月  

※障がいの状態により該当しない場合や、年金の受給状況により手当額が発生しない場合があります。 

対象児童数 全部支給 一部支給 全部停止 

1 人 ４４，１４０円 ４４，１３０円～１０，４１０円 

０円 2 人目の加算額 １０，４２０円 １０，４１０円～ ５，２１０円 

3 人以降の加算額（１人につき）  ６，２５０円  ６，２４０円～ ３，１３０円 
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自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（①精神通院医療 ②更生医療 ③育成医療） 

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

 

障がいの種類や程度に応じて、その障がいを軽くしたり、取り除いたりするための医療

について原則１割負担（世帯の市民税の課税状況や本人の収入に応じて負担上限あり）

で必要な治療等を受けられます 

指定医療機関にかかった場合のみ適用され、所得の多い世帯では、適用外になる場合も

ありますのでご注意ください 

申請して自立支援医療の該当となる方には、受給者証が交付されます 

 

① 精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

  

精神障がい（統合失調症、躁うつ病、うつ病、認知症、てんかん等）の治療上必要

と認められる医療が対象ですので、医療機関でご相談の上申請ください 

有効期間は最長１年間で、有効期限の３カ月前から再認定の手続きが可能です 

申請に必要なもの 

● 申 請 書 

● 閲覧承諾書     用紙は社会福祉課にあります 

● 医師の診断書 

● 印 鑑  ※本人申請の場合不要 

● 健康保険証 … コピーでも可 

● 個人番号（マイナンバー）の確認書類…同一保険加入者分 

● 受給している年金額が分かるもの（年金振込通知書、振込がある通帳等の写し） 

  ※障害年金や遺族年金を受給されている方のみ 

  医療機関、薬局、保険証、居住地等の変更 

受給者証の記載事項に変更があるときは、受給者証、保険証、印鑑を持参の上 

社会福祉課で届出をしてください 

 医 療
い り ょ う

制 度
せ い ど
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② 更生
こうせい

医療
いりょう

   

身体障害者手帳を所持している１８歳以上の方で、手術などにより、障がいが改善

又は、機能の維持が保たれる見込みがある場合、その医療費の一部が助成されます 

  対象となる治療例 ペースメーカーの植え込み、人工透析、腎移植、肝移植 

           人工関節置換術、抗免疫療法 など 

申請に必要なもの 

● 申 請 書 

● 閲覧承諾書     用紙は社会福祉課にあります 

● 意見書、明細書 

● 印 鑑  ※本人申請の場合不要 

● 健康保険証 … コピーでも可 

● 個人番号（マイナンバー）の確認書類…同一保険加入者分 

● 特定疾病療養受領証（コピー可） ※人工透析をされている方のみ 

● 受給している年金額が分かるもの（年金振込通知書、振込がある通帳等の写し） 

  ※障害年金や遺族年金を受給されている方のみ 

  治療内容、医療機関、薬局、保険証、居住地等の変更 

受給者証の記載事項に変更があるときは、受給者証、保険証、印鑑を持参の上 

社会福祉課で届出をしてください。ただし、治療内容、又は、医療機関の変更が 

ある場合は、意見書と明細書の添付が必要です 

③ 育成
いくせい

医療
いりょう

 

身体に障がいがある１８歳未満の児童で、障がいの程度を軽くしたり、取り除いた

りするための手術等を必要とし、確実な治療効果が期待される場合、その医療費の

一部が助成されます ※身体障害者手帳の有無は問いません 

申請に必要なもの 

● 申 請 書 

● 閲覧承諾書     用紙は社会福祉課にあります 

● 意 見 書 

● 印 鑑  ※本人申請の場合不要 

● 健康保険証 … 対象児童と児童を扶養している方のもの。コピーでも可 

● 個人番号（マイナンバー）の確認書類・・・同一保険加入者分 

  治療内容、医療機関、薬局、保険証、居住地等の変更 

受給者証の記載事項に変更があるときは、受給者証、保険証、印鑑を持参の上 

社会福祉課で届出をしてください。ただし、治療内容、又は、医療機関の変更が 

ある場合は、意見書の添付が必要です 
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後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

 

  問合せ 及び 申請先：保険年金課 保険給付担当（１階１２番） 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３２０２～３２０５） 

６５歳以上７５歳未満で下記に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入できます 

対 象 者 次のいずれかに該当する場合 

● 身体障害者手帳１～３級・４級の一部（総合等級） ● 療育手帳Ａ 

● 精神障害者保健福祉手帳１、２級 ● 障害基礎年金１、２級受給中 

   

負担割合・区分 対象者 
1 か月あたりの限度額 

外来 入院 

3

割

負

担 

現役並み 

所得Ⅲ 
住民税課税所得 690 万円以上（※1） 

252,600 円＋（医療費の総額－ 

842,000 円）×1％ 

現役並み 

所得Ⅱ 
住民税課税所得 380 万円以上（※1） 

167,400 円＋（医療費の総額－ 

558,000 円）×1％ 

現役並み 

所得Ⅰ 

住民税課税所得 145 万円以上（※1、2） 

条件により 1 割負担となる場合があります。 

80,100 円＋（医療費の総額－ 

267,000 円）×1％ 

２

割

負

担 

一般 

(一定所得以上)  

住民税課税所得が 28 万円以上 145 万円未

満の世帯で、一定以上の収入・所得がある方 
18,000 円 

57,600 円 

1

割

負

担 

一般 
現役並み所得にも、 

低所得Ⅰ・Ⅱにもあてはまらない方 
18,000 円 

低所得Ⅱ 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など 

8,000 円 

24,600 円 

低所得Ⅰ 

住民税非課税世帯で、 

①世帯全員の所得がなく、年金収入が 80 万

円以下の世帯員のみの方 

②老齢福祉年金受給者など 

15,000 円 

※1 前年の 12 月 31 日（1 月から 7 月までの場合は前々年）現在で、同一世帯に 19 歳未満の控除（扶養）

対象者がいる世帯については、負担割合判定の際の住民税課税所得金額から、さらに調整額が控除されます。 

※2 昭和 20 年 1 月 2 日以降に生まれた被保険者で、本人および同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得

金額等（所得から 43 万円を引いた額）の合計が 210 万円以下の被保険者および同一世帯の被保険者は 1

割負担となります。 
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重度
じゅうど

心身
しんしん

障
しょう

がい（児
じ

）者
しゃ

医療
いりょう

 

      問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

重度障がいを持つ方の医療費の自己負担分（保険適用に限る）が軽減されます 

対 象 者 次のいずれかに該当する場合 

● 身体障害者手帳１、２級（総合等級） ● 療育手帳Ａ 

● 精神保健福祉手帳１級  ● 公的障害年金１級受給中 

● 身体障害者手帳３級、かつ、療育手帳Ｂ 

● 特別児童扶養手当１級、又は、特別障害者手当受給中 

内   容 世帯の課税状況や所得に応じて、次のように分類されます 

① 一部負担金有：1 割負担 

② 一部負担金無：自己負担なし 

③ 非該当（生活保護世帯を含む） 

 

特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）助成
じょせい

事業
じぎょう

 

           問合せ及び申請先：置賜保健所 子ども家庭支援課  

電 話：２２ – ３２０５ 

 

この制度は、国が定めた対象疾患にかかり、長期の療養が必要となった方の医療費助成

制度です。 

 

【 対 象 疾 病 】 

 対象疾病は国が定めた疾病であり、令和元年７月 1 日より３３３疾病となりました。 

 疾病ごとに認定の基準がありますので、認定基準を主治医の先生にご確認いただき、申請

についてご相談ください。 

 認定の基準は、厚生労働省のホームページでご覧いただけます。 
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補
ほ

装具
そ う ぐ

  

問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

身体障害者手帳所持者や難病の方が、職業や日常生活の利便を図るために必要な補装具

の交付、修理をします。 購入する前に手続きが必要ですので、まずはご相談ください  

対象者 ● 身体障害者手帳を所持する方 ● 厚生労働省指定の難病の方（３３３疾患） 

申請に必要なもの ● 申請書 … 用紙は社会福祉課にあります 

         ● 個人番号（マイナンバー）の分かる書類（本人と配偶者分） 

           ※障がい児の場合は、世帯員全員分 

● 身体障害者手帳、又は、難病等に罹患していることがわかる 

証明書（診断書や特定疾患医療受給者証等） 

       ● 印 鑑 ※本人申請の場合不要 ● 見積書 ● 意見書 

費用負担 原則１割負担 

（世帯の市民税課税状況や本人の収入に応じて負担上限があります） 

 注意点 ●介護保険該当者（６５歳以上、４０～６４歳で特定疾病の方）の方で、 

      介護保険での貸与可能な種目（既製品の車いす、歩行器、歩行補助杖など）に  

ついては、介護保険で利用していただくことになります 

     ●補聴器、装具、車いす等は巡回相談での申請・判定も可能です 

      ※巡回相談については、8 ページの程度の変更、障がい名の追加の②を参照ください 

障がいの内容や程度に応じ、下表の補装具の購入費（修理費）が支給されます 

視 覚      
義眼、矯正眼鏡遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ 

盲人用安全つえ（意見書不要） 

聴 覚       補 聴 器 

肢体不自由 
義肢（義手・義足）、装具（上肢・体幹・下肢・靴型）、車いす 

座位保持装置、電動車いす、歩行器、歩行補助杖 

肢体不自由及び 

音声・言語機能障害 
重度障害者用意思伝達装置 

障がい児 

※条件に該当すれば、上記の補装具の申請も可能です 

座位保持いす（車載用を含む）、起立保持具、頭部保持具、

排便補助具  

 日 常
に ち じ ょ う

生 活
せ い か つ
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日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

 
          問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

在宅の重度心身障がい者や難病の方の日常生活を容易にしたり、介護者の負担を軽減し

たりするために、次表の用具を給付します 

 購入する前に手続きが必要ですので、まずはご相談ください  

対象者 ● 次表の、障がい及び程度に該当する方 

 ● 厚生労働省指定の難病の方（３３３疾患） 

申請に必要なもの ● 申請書 … 用紙は社会福祉課にあります 

● 該当する障がいがわかる手帳、又は、難病等に罹患していること 

がわかる証明書（診断書や特定疾患医療受給者証等） 

       ● 見積書 

費用負担 原則１割負担 

（世帯の市民税課税状況や本人の収入に応じて負担上限があります） 

 注意点 ○各用具毎に基準額が定められています 

      業者からの見積額が基準額を超えた場合、差額分は全額利用者負担となります 

○介護保険該当者（６５歳以上、４０～６４歳で特定疾病の方）の方で、 

      介護保険と共通する種目（次表の「◎」）については、介護保険で利用して 

いただくことになります 

     ○総合等級とは、身体障害者手帳の表面にある「身体障害者等級表による級別」

に記載されている等級です 

     ○個別等級とは、身体障害者手帳の内側にある障がいごとに区分された 

それぞれの等級です 

     【例】上肢障がい ３級（個別等級） ＋ 下肢障がい ４級（個別等級） 

 ＝ 身体障害者等級表による級別 ２級（総合等級） 

     ○「ストマ用装具」（消化器系・泌尿器系）については、最大 6 カ月分まで給付

可能で、通常は 9 月と 3 月が申請月となっておりますので、継続して必要な

方はお忘れにならないようご注意ください 
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日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

一覧表
いちらんひょう

 
① 介護・訓練支援用具 

種 目 性  能 対 象 要 件 

◎特殊寝台 

腕・脚等の訓練のできる器具を附帯

し、使用者の頭部及び脚部の傾斜角

度を個別に調整できる機能を有す

るもの 

・下肢機能障がい 2 級以上 又は 

体幹機能障がい２級以上（個別等級） 

・難病等で寝たきりの方 

◎特殊マット 

褥瘡又は失禁等による汚染もしく

は損耗を防止できる機能を有する

もの 

・3 歳以上の障がい児で 

下肢機能障がい 2 級以上 又は 

体幹機能障がい２級以上（個別等級） 

・常時介護を要する障がい者で 

下肢機能障がい１級以上 又は 

体幹機能障がい１級以上（個別等級） 

・常時介護を要する重度の知的障がい者 

 又は 3 歳以上の知的障がい児 

・難病等で寝たきりの方 

◎特殊尿器 

尿が自動的に吸引されるもので、使

用者又は介護者が容易に使用でき

るもの 

・常時介護を要する障がい児又は障がい者で 

下肢機能障がい１級以上 又は 

体幹機能障がい１級以上（個別等級） 

・難病等で自力で排尿できない方 

◎入浴担架 
使用者を担架に乗せたままリフト

装置により入浴させるもの 

・入浴に介助が必要な３歳以上の障がい児 

又は 障がい者で 

下肢機能障がい 2 級以上 又は 

体幹機能障がい２級以上（個別等級） 

◎体位変換器 使用者の体位変換が容易なもの 

・下着交換等に介助が必要な障がい者 又は 

就学している障がい児で 

下肢機能障がい２級以上 又は 

体幹機能障がい２級以上（個別等級） 

・難病等で寝たきりの方 

◎移動用ﾘﾌﾄ 

使用者の移動が容易なもの 

◆天井走行型その他住宅改造を伴

うものを除く 

・３歳以上の障がい児 又は 障がい者で 

下肢機能障がい２級以上 又は 

体幹機能障がい２級以上（個別等級） 

・難病等で下肢機能障がい 又は 

 体幹機能障がいを有する方 

訓練いす 
原則として付属のテーブルをつけ

たもの 

・３歳以上の障がい児で 

下肢機能障がい２級以上 又は 

体幹機能障がい２級以上（個別等級） 

訓練用ﾍﾞｯﾄﾞ 
腕又は脚の訓練ができる器具を備

えたもの 

・就学前の障がい児 又は 障がい者で 

下肢機能障がい２級以上 又は 

体幹機能障がい２級以上（個別等級） 

・難病等で下肢機能障がい 又は 

体幹機能障がいを有する方 

 



- 22 - 

 
 

② 自立生活支援用具 

◎入浴補助用具 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽へ

の入水等を補助でき、使用者又は介

助者が容易に使用できるもの 

◆設置に当たり住宅改修を伴う 

ものを除く 

・入浴に介助を要する３歳以上の障がい児 

又は 障がい者で 

下肢機能障がい 又は 

体幹機能障がいを有する方 

・難病等で入浴に介助を必要とする方 

◎便器 

使用者が容易に使用でき、手すりが

付けられるもの 

◆取替に当たり住宅改修を伴う 

ものを除く 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

下肢機能障がい 又は 

体幹機能障がいを有する方 

・難病等で常時介護を要する方 

頭部保護帽 
転倒の衝撃から頭部を保護できる

もの 

・平衡機能障がい 又は 下肢機能障がい 

 又は 体幹機能障がい を有し 

転倒等により頭部を強打するおそれがある方 

・重度の知的障がい児 又は 

 重度の知的障がい者で 

 てんかん発作等により頻繁に転倒する方 

杖 

Ｔ字状、又は棒状の一本杖 

◆補装具及び介護保険の給付対象

の杖を除く 

・平衡機能障がい もしくは 

 下肢機能障がい 又は 

 体幹機能障がい を有する方 

◎移動・移乗 

支援用具 
(歩行支援用具) 

転倒予防、立ち上がり動作の補助、

移乗動作の補助、段差解消等の用具

（手すりやスロープ等） 

◆設置に当たり住宅改修を伴う 

ものを除く 

・家庭内の移動等において介助を要する 

 ３歳以上の障がい児 又は 障がい者で 

 平衡機能障がい 又は 下肢機能障がい 

 又は 体幹機能障がい を有する方 

・難病等で下肢機能障がいを有する方 

特殊便器 

足踏みペダル等にて温水・温風が出

るもので、排便後の処理が容易にで

きるもの 

◆取替に当たり住宅改修を伴う 

ものを除く 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

 上肢機能障がい２級以上（個別等級） 

・重度の知的障がい児 又は 

 重度の知的障がい者 

・難病等で上肢障がいを有する方 

火災警報機 

室内の火災を煙又は熱により感知

し、音又は光を発し屋外にも警報ブ

ザーで通報するもの 

・障がい等級 2 級以上（総合等級） 

・重度の知的障がい児 又は 

 重度の知的障がい者 

※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障が

い者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 

自動消火器 

室内温度の異常上昇又は炎の接触

で自動的に消火液を噴射し初期火

災を消火できるもの 

・障がい等級 2 級以上（総合等級） 

・重度の知的障がい児 又は 

 重度の知的障がい者 

※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障が

い者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 

電磁調理器 
視覚障がい者又は知的障がい者が

容易に使用できるもの 

・視覚障がい２級以上（個別等級） 

※盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯 

・重度の知的障がい者 

歩行時間延長

信号機用小型

送信機 

使用者が容易に使用できるもの ・視覚障がい２級以上（個別等級） 

聴覚障がい者用

屋内信号装置 
音、音声等を視覚、触覚等により 

知覚できるもの 

・聴覚障がい２級以上 

※聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる 

世帯で日常生活上必要と認められる世帯 
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③ 在宅療養等支援用具 

種 目 性  能 対 象 要 件 

動脈血中酸素

飽和度測定機 

呼吸状態を継続的にモニタリング

することが可能で、難病等にある

方が容易に使用できるもの 

・人工呼吸器の装着が必要な方 

透析液加温器 
透析液を加温し、一定温度に保つ

もの 

・３歳以上の障がい児 又は 障がい者で 

じん臓機能障がい３級以上（個別等級） 

※使用者がＣＡＰＤによる透析療法を行う場合

に限る 

ネブライザー

（吸入器） 
使用者が容易に使用できるもの 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

 呼吸器機能障がい３級以上（個別等級） 

・前項に規定する障がいと同程度の障がいを有

し、本装置が必要であると認められる方 

・難病等で呼吸器機能障がいを有する方 

電気式 

たん吸引器 
使用者が容易に使用できるもの 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

 呼吸器機能障がい３級以上（個別等級） 

・前項に規定する障がいと同程度の障がいを有

し、本装置が必要であると認められる方 

・難病等で呼吸器機能障がいを有する方 

酸素ボンベ 

運搬車 
使用者が容易に使用できるもの ・医療保険における在宅酸素療法を行う方 

視覚障がい者用

体温計（音声式） 
使用者が容易に使用できるもの 

・視覚障がい２級以上 

※盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 

視覚障がい者用

体重計 
使用者が容易に使用できるもの 

・視覚障がい２級以上 

※盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 

視覚障がい者用

血圧計（音声式） 
使用者が容易に使用できるもの。 

・視覚障がい２級以上 

※盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 

  

④ 情報・意思疎通支援用具 

点字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
文字等のｺﾝﾋﾟｭｰﾀの画面情報を点

字等により示すことができるもの 

・視覚障がい 及び 聴覚障がいを有し 

 それぞれ 2 級以上のもの（個別等級） 

※必要と認められる場合に限る 

点字器 使用者が容易に使用できるもの ・視覚障がいを有する方 

点字ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ 使用者が容易に使用できるもの 

・視覚障がい２級以上 

※本人が就労、もしくは就学、又は 就労が 

 見込まれる場合に限る 

視覚障がい者用

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ 

デジタル録音図書の再生等が可能

な製品であって、使用者が容易に

使用できるもの 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

視覚障がい２級以上（個別等級） 

視覚障がい者用

活字文書 

読上げ装置 

音声コードに記録されている情報

を読み取り音声を聞くことができ

使用者が容易に使用できるもの 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

視覚障がい２級以上（個別等級） 
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画像入力装置を読みたいもの（印

刷物等）の上に置くことで、簡単

に拡大された画像をモニターに映

し出 

・視覚障がいを有する方 

視覚障がい者用

拡大読書器 

画像入力装置を読みたいもの（印

刷物等）の上に置くことで、簡単

に拡大された画像をモニターに映

し出せるもの 

・視覚障がいを有する方 

視覚障がい者用

時計 
(音声式、触読式) 

使用者が容易に使用できるもの 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

視覚障がい２級以上（個別等級） 

※音声時計は手指の触覚に障がい等があるため 

 触読式時計の使用が困難な方を原則とする 

点字図書 点字により作成された図書 
・情報の入手を主に点字によって行っている 

視覚障がいを有する方 

聴覚障がい者用

通信装置 

一般の電話に接続することがで

き、音声の代わりに文字等により

通信が可能な機器であり、使用者

が容易に使用できるもの 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

聴覚障がいを有し、音声・言語のみを用いて

意思を疎通することが困難な方 

※ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、緊急連絡等の手段として必要と 

認められる方 

聴覚障がい者用

情報受信装置 

字幕及び手話通訳付きの番組又は

字幕及び手話通訳の映像を合成し

た番組を受信するもので、その映

像を画面に出力する機能を有する

もの 

※災害時の緊急信号を受信できる

ものとする 

・聴覚障がいを有する方で、 

本装置によりテレビの視聴が可能になる方 

携帯用会話 

補助装置 

携帯式で、ことばを音声又は文章

に変換する機能を有し、使用者が

容易に使用できるもの 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

肢体不自由を有し、音声・言語のみを用いて 

意思疎通することが困難な方 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

音声機能障がい 又は 

言語機能障がいを有し、音声・言語のみを 

用いて意思疎通することが困難な方 

情報・通信支援

用具 

パソコンを操作する際に必要とす

る画面音声化ソフトウエアや障が

いに適した入力装置 

・視覚障がい 又は 上肢障がいを有する方 

 

⑤ 情報・意思疎通支援用具 

人工喉頭 

顎下部等にあてた電動板を駆動さ

せ構音化するのもので、使用者が

容易に使用できるもの 

・喉頭を摘出した音声言語障がいを有する方 

埋込型人工喉

頭用人工鼻 
シャント発声を可能とするもの 

・喉頭を摘出した音声機能障がいを有し、常時

埋込型の人工喉頭を使用する者 
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⑥ 排泄管理支援用具 

種 目 性  能 対 象 要 件 

ストマ用装具 
身体に装着して排泄物をためるも

の（消化器系・泌尿器系） 

・直腸機能障がいを有し 

人工肛門のストマを造設した方 

・ぼうこう機能障がい を有し 

尿路変更のストマを造設した方 

紙おむつ  

・治療によって軽快の見込みのないストマ周辺

の皮膚びらん、ストマの変形等のために 

 ストマを装着できず 

 おむつ等の用具を必要とする方 

収尿器 

収尿器とストマ装具（泌尿器系）で

構成され、尿の逆流装置のついたも

の、もしくはそれと同等の機能を持

つデポジット式のもの 

・脊髄損傷等により常時失禁状態にある方 

 

⑦ 住宅改修費 

◎居宅生活動作

補助用具 

使用者の移動等を円滑にする用

具で、設置に小規模な住宅改修を

伴うもの 

・就学している障がい児 又は 障がい者で 

下肢機能障がい 3 級以上 又は 

体幹機能障がい 3 級以上 又は 

移動機能障がい 3 級以上 （個別等級） 

※ただし、特殊便器への取替えをする場合は 

上肢障がい 2 級以上（個別等級） 

・難病等で下肢機能障がい 又は 

体幹機能障がい を有する方 
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車
くるま

いすの無料
むりょう

貸出
かしだし

 
          問合せ 及び 申請先：米沢市社会福祉協議会 

電 話：２４ – ７８８１ 

又は 問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

急なケガや旅行などのために一時的に車いすが必要となった方に車いすを貸し出します 

貸出期間 ● 米沢市社会福祉協議会の場合 … 最長１ヶ月 

● 社会福祉課の場合      … １週間程度 

利用方法 申請書の記入が必要です  

なお、台数に限りがありますので、上記まで事前にお問い合わせください 

ＧＷ・盆正月の行楽シーズン等は、先着順での貸出しとなりますのでご了承ください 

 

意志
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

の派遣
は け ん

（手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

又は要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
はけん

） 
問合せ：米沢市社会福祉協議会 

電 話：２４ – ７８８１ 

ＦＡＸ：２４ – ７８６１ 

聴者との意思疎通を円滑にするために手話通訳又は要約筆記を必要とする場合、 

意思疎通支援者を派遣します。 

 対 象 者 聴覚障がいを有する方 

申請方法 事前に登録が必要ですので、上記までお問い合わせください 

 

福祉
ふ く し

サービス利用
り よ う

援助
えんじょ

事業
じぎょう

 
問合せ：米沢市社会福祉協議会 

電 話：２４ – ７８８１ 

内  容 知的障がい者・精神障がい者・認知症の方（金銭管理に不安のある方）の 

日常的な金銭管理を基本に、必要に応じて権利証や通帳などの大切な書類の管理、 

各種手続や支払のお手伝いをします 

利 用 料 １回あたり１，５００円（１時間程度）※ 生活保護受給者は利用料免除 

利用方法 上記までお問い合わせください 

 

 

 



- 27 - 

 

 

声
こえ

の広報
こうほう

 
問合せ：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

文字を読むのが困難な視覚障がい者に対して、市が発行している広報「よねざわ」 

を音訳したＣＤを配布します 

 対 象 者 身体障害者手帳（視覚障がい）を有する方 

利用方法 上記までお問い合わせください 

 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス 
         問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

 （内線３６０２～３６０５・３６１８） 

家庭において入浴することが困難な身体障がい者に対して、訪問入浴車を派遣し 

定期的に入浴サービスを提供します 

訪問回数 基本的に週１回ですが、障がい者の身体状況に応じます 

 費 用 一部負担あり（世帯の市民税課税状況に応じて負担上限があります） 

申請方法 まずは、上記担当までご相談ください 

※ ただし、介護保険該当者は介護保険制度の活用が優先されます 

 

人工
じんこう

透析
とうせき

患者
かんじゃ

の通院費
つういんひ

助成
じょせい

 
         問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

じん臓機能障がい者が人工透析療法を受けるために、医療機関への通院に要した交通費

の一部を助成します 

対 象 者 じん臓機能障がいを有し、生計中心者の所得税が非課税の世帯に属する方 

     ※ 生活保護受給中の方は除く 

申請方法 半期ごと（前期４～９月分、後期１０月～翌年３月分）の助成になるため、 

該当する方には９月頃(前期分)と３月頃(後期分)に申請書を郵送します 

申請書が届いて希望される方は、案内をもとに手続きしてください 
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在宅酸素療法者支援事業
ざいたくさんそりょうほうしゃしえんじぎょう

 

         問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

 

内  容 在宅酸素療法を行っている呼吸器機能障がい者に対し、その酸素供給装置の 

使用に係る電気代の一部を助成します 

対 象 者 ①と②の両方に該当する方 

     ① 医師の処方に基づいて在宅酸素療法を行っている方 

   ② 呼吸器機能障がい３、４級（個別等級） 

     ※ ただし、下記の方は対象外です。 

      ● 身体障害者手帳１、２級（総合等級） 

● 療育手帳Ａ ● 精神障害者保健福祉手帳１級  

      ● 身体障害者手帳３級と療育手帳Ｂの両方の所持者 

● 各種障害年金１級受給者 ● 特別児童扶養手当１級受給者 

● 特別障害者手当受給者 ● 生活保護受給者 ● 施設入所者 

支 給 額 月額１，６００円 

利用方法 上記までお問い合わせください 
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紙
かみ

おむつ給付券
きゅうふけん

の交付
こ う ふ

 

  問合せ 及び 申請先：社会福祉課障がい者支援室または高齢福祉課高齢者福祉担当 

電 話：２２ – ５１１１（内線３６０２～３６０５・３６１８）または(３９１０） 

 

内  容 市内の指定店から紙おむつを購入することができる給付券を交付します 

対 象 者 下記のいずれかに該当する方で、かつ、  

同じ住所にお住まいの方全員が市民税額１３万円以下の世帯に属する方 

対象要件 世帯の課税状況 

給付額（月額） 

申請先 

介護保険の認定が、要介護３・４・５の方 非課税世帯 

７,０００円（月額） 

市役所 １階  

高齢福祉課 

課税世帯 

５,０００円（月額） 

下記の条件をすべて満たす方 

・６５歳以上の寝たきり高齢者もしくは認知症高齢者 

・要介護１・２、要支援１・２のいずれかに該当 

・要介護認定における主治医意見書もしくは認定調査票の

「障がい高齢者の日常生活自立度」が B１以上 C2 まで

に該当、もしくは、「認知症高齢者の日常生活自立度」

がⅢａ以上Ｍまでに該当 

（３か月以上の入院で、介護認定を受けることが困難な場

合、医師の意見書の提出で認める場合あり） 

非課税世帯 

４,０００円（月額） 

市役所 １階 

高齢福祉課 

課税世帯 

３,０００円（月額） 

下記のいずれかに該当する方  

・下肢または体幹または移動機能障害のいずれかが 

１，２級（個別等級） 

・療育手帳Ａ 

非課税世帯 

７,０００円（月額） 

市役所 １階 

社会福祉課 

課税世帯 

５,０００円（月額） 

※ 生活保護受給者は対象にはなりません 

※ 介護保険施設や障がい者支援施設に入院、入所している方は対象になりません 

申請方法 該当する申請先にて手続きしてください 

 ※ 申請月分から交付します。紛失等による再交付はできません 

 

 



- 30 - 

 

 

訪問
ほうもん

理
り

美容
び よ う

サービス 
 問合せ 及び 申請先：社会福祉課障がい者支援室または高齢福祉課高齢者福祉担当 

電 話：２２ – ５１１１（内線３６０２～３６０５・3618）または(３９０９） 

 

内  容 理髪店や美容院に出向いて散髪等を行うことが困難な場合、自宅で散髪等をし 

てもらいやすいよう、理美容院の出張訪問に要する費用の一部を助成します。 

助 成 額 出張１回につき２，０００円（年度４回を支給します） 

対 象 者 次のいずれかに該当する方 

     ● 介護保険の認定が要介護３，４，５ 

● 下肢機能障がい１，２級 ● 体幹機能障がい１，２級 

● 移動機能障がい１，２級 （それぞれ個別等級） 

申請方法 身体障害者手帳をご持参の上 

     上記で手続きしてください。      ※ 年度ごとに申請が必要です 

 

高齢者
こうれいしゃ

等
とう

除雪
じょせつ

援助員
えんじょいん

派遣
は け ん

事業
じぎょう

 
        問合せ 及び 申請先：高齢福祉課 高齢者福祉担当 

電 話：２２ – ５１１１（内線３９１０） 

内  容 住居の除雪を自力で行うことが困難な方に対して、１２月から翌年３月までの 

間に除雪作業をお手伝いする援助員を派遣します 

（12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

          ● 除雪範囲 … 道路から玄関までの生活道の確保  

● 派遣回数 … 最高１０回（一部地域は１２回）まで 

対 象 者 ①と②の両方に該当する方 

     ① 世帯に属するすべての方が次のいずれかの要件に該当すること 

       ア）６５歳以上  イ）身体障害者手帳１、２級（総合等級） 

       ウ）療育手帳Ａ  エ）精神障害者保健福祉手帳１級 

       オ）出生の日から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者 

     ② 世帯に属するすべての方が市民税額３万円以下 

利 用 料 １回あたり 手作業３３０円 除雪機使用８５０円 

利用方法 上記までお問い合わせください 
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高齢者
こうれいしゃ

等
とう

雪下ろし
ゆ き お ろ し

助成
じょせい

事業
じぎょう

 

        問合せ 及び 申請先：高齢福祉課 高齢者福祉担当 

電 話：２２ – ５１１１（内線３９１０） 

内  容 自力で雪下ろしができない高齢者等に対し、年３回（一部地域は４回）まで雪

下ろしに要した費用の助成を行います（対象月：１２月～３月） 

対 象 者 ①と②の両方に該当する方 

     ① 世帯に属するすべての方が次のいずれかの要件に該当すること 

       ア）６５歳以上  イ）身体障害者手帳１、２級（総合等級） 

       ウ）療育手帳Ａ  エ）精神障害者保健福祉手帳１級 

       オ）出生の日から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者 

     ② 世帯に属するすべての方が市民税額３万円以下 

※ 税法上の扶養親族がいる場合，親族からの援助が受けられる場合，生活保護受給者は、対象外 

利用方法 上記までお問い合わせください 

備  考 １回の雪下ろしにかかった費用のうち１０,０００円を上限として助成金を交付 

 

押
おし

雪
ゆき

軽減
けいげん

支援
し え ん

制度
せ い ど

 

        問合せ 及び 申請先：土木課 雪対策担当 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線４７０３、４７０４） 

内  容 冬季間の除雪が大変な高齢者世帯や障がい者世帯等に対し、市道の除雪路線に

面している世帯について押雪の軽減を行います 

対 象 者 間口除雪が大変な高齢者世帯及び障がい者世帯等 

※車庫、空家等の人の住んでいないところやアパート等の集合住宅は除きます 

利用方法 町内会長を通じて上記まで手続きが必要になります 

備  考 押雪軽減を実施することで、近隣の住宅前の雪が多くなってしまうことや、対

象世帯の間口に全く雪を押さないというものではありませんので、御理解と御協力

をお願いいたします 
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 高齢者
こうれいしゃ

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（生活
せいかつ

援助員
えんじょいん

の派遣
は け ん

） 
        問合せ 及び 申請先：高齢福祉課 高齢者福祉担当 

電 話：２２ – ５１１１（内線３９１０） 

内  容 ホームヘルパーが提供しない軽易なサービスを提供します 

     ● 家周りの清掃   

● 家内の軽微な修繕や部品の取り付け  ● 目が不自由な方への朗読 

     ● 不用となった日常生活用品の排出 

対 象 者 下記のア～ウに該当する方のみの世帯、もしくは、ア～ウに該当する方と 

高齢者のみの世帯 

ア）身体障害者手帳１～３級（総合等級） 

※ ただし、聴覚障がい 又は 上肢障がいは２級以上（個別等級） 

       イ）療育手帳Ａ  ウ）精神障害者保健福祉手帳１級 

利 用 料 派遣１回３０分あたり ４５円 

利用方法 上記までお問い合わせください 
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移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

 （内線３６０２～３６０５・３６１８） 
 

内  容 単独で外出することが困難な障がい者に対し、地域における自立生活と 

社会参加の促進を目的とし、下記のような外出時にガイドヘルパーを派遣します 

     ○ 余暇活動 ○ 公的機関への届出、手続き ○ 各種イベントや研修会の参加 

※ 定期通院・通勤・営利を目的とした外出・長期の外出は対象外です 

対 象 者 次のいずれかに該当する場合 

● 上肢機能障がい１、２級  ● 下肢機能障がい１、２級 

     ● 体幹機能障がい１、２級  ● 移動機能障がい１、２級 

● 視覚障がい１、２級    （それぞれ個別等級） 

● 知的障がい 又は 精神障がいを有する方 

利 用 料 原則１割負担 ※ 生活保護受給者は利用料免除 

利用方法 上記までお問い合わせください 

 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 
 

内  容 障がいを有する方の日中における活動の場を提供し、その介護者の社会参加や 

     休息を図ることを目的としています 

対 象 者 ● 身体障害者手帳所持者 

● 知的障がい 又は 精神障がいを有する方 

利 用 料 原則１割負担 ※ 生活保護受給者は利用料免除 

利用方法 上記までお問い合わせください 
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所得税
しょとくぜい

の障害者
しょうがいしゃ

控除
こうじょ

 

問合せ：米沢税務署 

電 話：２２ – ６３２０ 

※ 就労している方は、勤務先の給与担当に確認していただいても結構です 

内  容 税務署か勤務先に申告すると所得税が軽減されます 

対 象 者 ● 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方 

● 上記の方を扶養している方 

 

住民税
じゅうみんぜい

の障害者
しょうがいしゃ

控除
こうじょ

 

         問合せ 及び 申告先：税務課 市民税担当 

電 話：２２ – ５１１１（内線２３２０） 

内  容 市役所税務課に申告すると住民税が軽減される場合があります。 

※ 所得税の確定申告をした方、給与所得者で勤務先にて年末調整をされた方は申 

告の必要はありません。 

対 象 者 ● 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方 

● 上記の方を扶養している方 

 

相続税
そうぞくぜい

の障害者
しょうがいしゃ

控除
こうじょ

 

問合せ：米沢税務署 

電 話：２２ – ６３２０ 

内  容 障がい者が相続する場合、税の軽減を受けられます 

対 象 者【相続税について】：● 身体障害者手帳、療育手帳 又は 

精神障害者保健福祉手帳を所持している方 

\ 
 

税
ぜ い

等
と う

の軽減
け い げ ん
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軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

（種別
しゅべつ

割
わり

）・自動
じ ど う

車税
しゃぜい

の減免
げんめん

（種別
しゅべつ

割
わり

） 

 （軽自動車税（種別割）については） 問合せ：市役所 税務課 税制担当 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線 2313，2314） 

F A X：２２ – ０４９８ 

（自動車税（種別割）については）   問合せ：置賜総合支庁 税務課 

電 話：２６ – ６０１４ 

F A X：２４ – ６５８７ 

内  容 一定の要件に該当する障がいのある方が所有する自動車等は、申請により 

軽自動車税（種別割）・自動車税（種別割）の減免を受けることが出来ます 

対 象 者 次の ア）、イ）、ウ）のいずれかに該当する方 

ア）身体障害者手帳 

障がいの区分 
障がいの級別 

本人運転の場合 家族運転・介護者運転の場合※ 

視覚障がい ４級まで 本人運転に同じ 

聴覚障がい ３級まで 本人運転に同じ 

平衡機能障がい ３級まで 本人運転に同じ 

音声機能障がい 
（こう頭摘出による音声機能障がいが

ある場合に限る） 

３級まで 該当なし 

肢体不自由 

上肢 
２級の２号まで 

（２級の２号…２級のうち 

両上肢障がいの方） 

本人運転に同じ 

下肢 ６級まで 
３級１号まで 

（３級１号…３級のうち 

両下肢障がいの方） 

体幹 ５級まで ３級まで 

脳病変運動機能障がい 
上肢 ２級両上肢まで 本人運転に同じ 

移動 ６級まで ３級両下肢まで 

内部障がい・免疫機能障がい ３級まで 本人運転に同じ 

イ）療育手帳 A  ウ）精神障害者保健福祉手帳１級 

※ イ）、ウ）については、家族運転・介護者運転の場合のみ 
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該当要件 障がいのある方ひとりにつき１台が対象です 

○ 障がいのある方ご本人名義の自動車であること 

※ 所有者が割賦（ローン）購入にともなう所有権留保の場合は、使用者が身体障がい  

者であること 

 ○ 障がいのある方が１８歳未満の障がい児、又は知的障がい者、精神障がい者の場合は、

その障がいのある方と生計を同じくする方が所有する自動車であること 

 ○ 家族運転・介護者運転は、障がいある方のために、日常的、継続的に通院や 

通学等の一定の条件のもとに使用する場合が対象となります 

申請方法  

 【軽自動車税（種別割）・自動車税（種別割）】 

  ・ご本人運転の場合  

①運転免許証 ② 自動車検査証（車検証）③ 納税通知書 ④ 身体障害者手帳 

    ・家族運転、介護者運転の場合  

   上記①～③、④該当する障害者手帳 

   ⑤ 使用目的を証するもの［通学・通院証明書（回数明記のもの）等] 

          ※その年の４月１日以降に発行されたものが有効 

   ⑥ 住民票謄本（自動車税（種別割）の減免を申請する場合のみ） 

注 意 点 

○ 令和５年度軽自動車税（種別割）の減免は、その年の４月１日の時点で、車の所有者

が障がい者の認定を受けていることが条件です（令和５年５月２４日まで申請を受付

ています） 

○ 自動車税については、随時（当該年度の２月末日まで）申請を受け付けています 

 ○ １８歳未満の対象者のうち身体障害者手帳で減免申請をされている方が、１８歳以上

になって減免申請をする場合、自動車の所有者を本人に変更するか、知的障がいがあ

る方については療育手帳を取得してからの申請になります 

 

自動車
じどうしゃ

税
ぜい

（環境
かんきょう

性能
せいのう

割
わり

）の減免
げんめん

 

         問合せ：自動車税事務所 山形分室（山形陸運支局内） 

電 話：（０２３）６８６ – ５９９０ 

F A X：（０２３）６８６ – ４３４５ 

申請方法 対象範囲や申請に必要なものについては【軽自動車税・自動車税】に 

準じます。詳細は購入時に、ディーラーや販売店等にお問い合せ下さい 
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ストマ用
よう

装具
そ う ぐ

の医療費
いりょうひ

控除
こうじょ

 

問合せ：米沢税務署 

電 話：２２ – ６３２０ 

内  容 ストマ用装具を購入した際の費用について、医師が証明書を発行した場合、 

医療費控除の対象となります 

※ 『ストマ用装具使用証明書』の様式については、障がい者支援室にお問い合せ下さい 

 

マル優
ゆう

など利子
り し

の非課税
ひ か ぜ い

 

問合せ：各金融機関 

内  容 金融機関（銀行･郵便局等）に所定の手続をすることにより、 

一定限度額（３５０万円）以内の預貯金の利子が非課税になります 

対 象 者 ● 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方 

● 各種障がい年金受給者等 ※ 詳細は、各金融機関にお問い合わせください 

 

ＮＨＫ放送
ほうそう

受信料
じゅしんりょう

の減免
げんめん

 

           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

 （内線３６０２～３６０５・３６１８） 

 

内  容 障がい(児)者のいる世帯で、ＮＨＫ放送受信料が減免される場合があります 

対 象 者 【全額免除】 

● 生活保護受給者 

● 障がい者がいる世帯で、世帯員全員が市民税非課税の場合 

【半額免除】 

● 世帯主が視覚障がい者で、かつ 契約者の世帯 

● 世帯主が聴覚障がい者で、かつ 契約者の世帯 

● 世帯主が身体障害者手帳１～２級（総合等級）で、かつ 契約者の世帯 

● 世帯主が療育手帳 A で、かつ 契約者の世帯 

● 世帯主が精神保健福祉手帳１級で、かつ 契約者の世帯 

申請方法 該当する障害者手帳、印鑑をご持参の上 

     上記で手続きしてください。そこで「放送受信料免除（半額免除）証明書」の 

交付を受け、ＮＨＫの担当部署に郵送していただきます 
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点字
て ん じ

郵便物
ゆうびんぶつ

等
とう

の郵便料
ゆうびんりょう

減免
げんめん

 

問合せ：米沢郵便局 

電 話：２２ – ５００１ 

 

内  容 郵送料が無料になります。ただし、郵便物の表に「盲人用」と朱書きする 

必要があります 

対 象 者 次の郵便物を出される方 

     ①視覚障がい者用点字のみを内容とする郵便物 

     ②視覚障がい者用の録音テープなどの録音物、又は 

点字用紙を内容とする郵便物 

利用方法 上記までお問い合わせください 

 

官製
かんせい

はがきの無料
むりょう

配布
は い ふ

（青
あお

い鳥
とり

はがき） 

問合せ：米沢郵便局 

電 話：２２ – ５００１ 

 

内  容 重度の障がいを有する方を対象に、無料ではがきを差し上げます 

年 1 回、４～５月を受付期間とし、お一人につき２０枚のはがきを配布します 

対 象 者 ● 身体障害者手帳１、２級（総合等級） 

● 療育手帳Ａ 

利用方法 【窓口での申請】 

障がい者手帳を持って、対象者の住所を受け持つ集配郵便局まで 

【郵送での申請】 

「青い鳥郵便葉書配布申込書」と明記した適宜な用紙に、 

手帳の種類・手帳番号・等級（程度）・住所・氏名を記入し郵送する 
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ＮＴＴ無料
むりょう

番号
ばんごう

案内
あんない

（ふれあい案内） 

問合せ：ＮＴＴ ふれあい案内 

電 話：（０１２０）１０４-１７４ 

 

内  容 電話番号案内（１０４番）が無料になります 

対 象 者 次のいずれかに該当する場合 

● 視覚障がい１～６級   ● 上肢機能障がい１、２級 

● 体幹機能障がい１、２級 ● 脳原性運動機能障がい１、２級 

● 聴覚障がい２、３、４、６級 

● 音声・言語又はそしゃく機能障がい３，４級 

（それぞれ個別等級） 

● 療育手帳 所持者     ● 精神障害者保健福祉手帳 所持者 

利用方法 事前に登録が必要になりますので、上記までお問合せください 

 

 携帯
けいたい

電話
で ん わ

障がい者
しょうがいしゃ

割引
わりびき

 

問合せ：各携帯電話会社・取扱店 

 

内  容 手帳をお持ちの方が携帯電話を使用する際、割引になる場合があります 

利用方法 割引内容については各携帯電話会社により異なります 

詳細は上記までお問い合わせください 
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交通
こ う つ う

 

 

 

 

 

ＪＲ旅客
りょかく

運賃
うんちん

の割引
わりびき

 
問合せ：ＪＲ各駅の窓口 

 

内  容 障がい者手帳をお持ちの方がＪＲ線を利用する場合、運賃が割引になります 

     ○ 割引率５０％（乗車券のみ対象） 

対 象 者 ● 身体障害者手帳 所持者 

● 療育手帳 所持者 

        ※ 次表の○印がついている箇所をご確認ください 

乗 車 券 の 種 類 

第１種身体障害者手帳 

療 育 手 帳 Ａ        

第２種身体障害者手帳 

療 育 手 帳 Ｂ        備  考 

本人 介護者 本人 介護者 

普 通 

乗車券 

片道 100km 以内 ○ ○   
ＪＲバスは、距離

に関係なく割引 
片道 100km 超 ○ ○ ○  

定 期 

乗車券 

１２歳以上 ○ ○   ＪＲバスは、30％

割引（12 歳未満の

小児定期乗車券は

割引なし) １２歳未満  ○  ○ 

回数乗車券(特急券を除く) ○ ○    

急行券(特急券を除く) ○ ○    

 

注 意 点 ・身体障害者手帳の１種・２種の種別は、手帳に表示されています 

・第１種身体障害者手帳・療育手帳 A の方であっても 

お一人で乗車する場合は、第２種身体障害者手帳・療育手帳 B と同じ割引 

内容が適用されます 

     ・介護者は、障がい者１名に対して 1 名分のみ割引対象となります 

利用方法 手帳をご持参の上、乗車券販売窓口でご相談ください 

＜種別（身体障害者手帳のみ）＞ 

第１種-交通機関の利用に介護者を要する者 

第２種-単独で交通機関の利用が可能な者 
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ＪＲ障がい者
しょうがいしゃ

割引
わりびき

（ジパング倶楽部特別会員制度） 
     問合せ：米沢市身体障がい者福祉協会（すこやかセンター１階） 

電 話：２４ – ８１８１（内線１１０） 
 

内  容 障害者手帳を提示して購入した乗車券が片道・往復・連続乗車券のいずれかで

２０１Km 以上あるとき２～３割引で特急券などを購入できます 

対 象 者 身体障害者手帳をお持ちで 男性６０歳、女性５５歳以上の方 

     及び 第１種の身体障害者手帳所持者の介護者 

年 会 費 １，４００円（事務手数料が別途３６０円程度かかります） 

利用方法 身体障がい者福祉協会を通じての手続きとなりますので、詳細は上記までお問

合せ下さい。身体障がい者福祉協会の開所日は、火・木・土曜日の午後です。必

ず事前にご連絡の上お手続きください。尚、登録まで少々期間を要するので、早

めのお手続きをお願いします 

 

私鉄
し て つ

旅客
りょかく

運賃
うんちん

割引
わりびき

 

フェリー旅客
りょかく

運賃
うんちん

割引
わりびき

 

航空
こうくう

運賃
うんちん

の割引
わりびき

 

問合せ：各事業者、各会社 

各事業者によって割引内容が異なる場合がありますので、詳細は各事業者、各会社へ 

直接お問合せ下さい 
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有料
ゆうりょう

道路
ど う ろ

通行
つうこう

料金
りょうきん

の割引
わりびき

 
           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

 （内線３６０２～３６０５・３６１８） 

 

内  容 有料道路を通行する場合、料金が５０％割引になります 

対 象 者 【障がい者ご本人が運転する場合】 

     ● 身体障害者手帳をお持ちの方 

     【障がい者が同乗する場合】 

● 第１種身体障害者手帳 又は 療育手帳 A をお持ちの方 

対象自動車 ○登録できるのは、障がい者の方お一人につき一台 

      ○所有者が本人、配偶者、直系血族及び配偶者、兄弟姉妹及び配偶者、又は、

同居の親族等 

       ※ ただし、割賦購入(ローン)や長期リースで利用している場合は使用者が 

         上記の範囲にあること 

      ○自動車を保有されていない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用

できない場合等は、レンタカーやタクシー、介護福祉タクシー、福祉有償運

送車両なども対象となります。 

申請に必要なもの ● 申請書 … 用紙は社会福祉課にあります 

● 身体障害者手帳 又は 療育手帳 

      ● 自動車検査証（車検証） 

       【あわせて ETC をご利用の方】 

         ● ETC カード（原則障がい者ご本人名義） 

         ● ETC 車載器セットアップ証明書（車載器の管理番号がわかるもの） 

有効期限 申請日から数えて２回目の誕生日までが有効期限となり、順次、更新の手続き

が必要です。更新は、２ヵ月前から手続き可能です 

注 意 点 ・ETC 割引は、有料道路事業者への登録が必要になりますので、申し込みし 

た日から３週間程度かかります 

     ・「障害者割引」と「通常の ETC 割引」との重複割引はできません 

     ・車両やＥＴＣカード等について登録している内容が変わった場合は、再度 

変更のための申請が必要となります 

     ・未成年者で ETC 割引を受けている方が、２０歳になられた場合、ETC カー 

ドを本人の名義に変更する必要があります 
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バス運賃
うんちん

の割引
わりびき

 
   （山交バスについては） 問合せ：山交バス㈱ 米沢営業所 

電 話：２２ – ３３９２ 

（市民バスについては） 問合せ：市役所 地域振興課 地域振興担当 

電 話：２２ – ５１１１（内線２８０２） 

 

内  容 障がい（児）者や介護者がバスを利用する場合、運賃が割引になります 

     ○ 普通乗車券 ５０％割引 

対 象 者 次のいずれかに該当する方とその介護者 

     ● 身体障害者手帳、療育手帳 又は 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

      ※ 山交バス㈱は写真有のみ適応 

      ※ 本人及び介護者の割引の適用については等級や利用する路線などで 

異なりますので、ご利用の際はご確認ください 

利用方法 乗車した際に、該当する手帳を提示してください 

※ 上記以外のバスを利用される場合は、念のため割引内容をご確認ください 

 

タクシー乗車
じょうしゃ

料金
りょうきん

の割引
わりびき

 
                 問合せ：各事業者、各会社 

 
 

内  容 タクシーを利用する場合、運賃が割引になります（ほぼ全国的に実施） 

     ○ 乗車料金 １０％割引 

対 象 者 次のいずれかに該当する方 

     ● 身体障害者手帳 又は 療育手帳 をお持ちの方 
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福祉
ふ く し

タクシー利用
り よ う

助成
じょせい

券
けん

 
           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

内  容 重度の障がい者がタクシーを利用する場合、料金の一部を助成します。 

     ○ １枚当たり小型・中型車５００円、大型６００円の助成券を年間 26 枚 

       発行します。１回の乗車で１枚のみ利用可能です。 

対 象 者 次のいずれかに該当する方 

     ● 身体障害者手帳１～３級（総合等級） 

      ※ 上肢機能障がい、又は、聴覚機能障がいのみの場合は１、２級（総合等級） 

● 療育手帳Ａ      

● 精神障害者保健福祉手帳１級 

利用方法 乗車した際に、該当する手帳と助成券を提示して下さい。 

申請方法 社会福祉課窓口で申し出ていただくか、電話・ファックスでの申込みでお渡し

します。（ファックスで申込みの場合は、氏名、住所、ファックス番号、手帳の

種類、等級を明記してください。） 

郵送することも可能です。 

注 意 点 ○『タクシー乗車料金の割引（43 ページ）』との併用が可能です。 

     ○ 助成券を使えるタクシー会社は限られております 

       タクシー券をお渡しするのと合わせて一覧をお渡ししておりますので、ご参照ください 

○ 年度ごとの発行ですので、毎年４月 1 日に刷新されます。 

  よって、前年度のものは繰り越して使うことができませんので、ご注意ください 

     ○ お渡しできるのは、その年度で 1 冊までです 

     ○ 紛失や破損などによる再発行はいたしません 

○ 年度途中に手帳の等級が変わり上記の対象者の要件を満たさなくなった場 

合、返却していただく必要があります 

      ○『自動車燃料費助成事業（45 ページ）』との併用はできません。 
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自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得費
しゅとくひ

の助成
じょせい

 
           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

  （内線３６０２～３６０５・３６１８） 

内  容 身体障がい者が自動車運転免許取得により就労等が見込まれる場合、 

その取得に要する費用の一部を助成します。 

対 象 者 身体障害者手帳の交付を受け、身体障がい者用の特殊な装置が備えられている 

自動車に限定する旨の条件が付された運転免許を所得する方。 

      ※ ただし、所得制限があります。 

助 成 額 １０万円限度 

申請方法 事前に申請をする必要がありますので、まずは上記までご相談下さい。 

 

自動車
じどうしゃ

燃料費
ねんりょうひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

 
           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

内  容 重度の障がい者に対する移動手段の助成として、自動車燃料費を助成します。 

     ○ 年間６，０００円（消費税込）上限。年度内の申請は１回のみです。 

対 象 者 次のいずれかに該当する方 

     ● 身体障害者手帳１～３級（総合等級） 

      ※ 上肢機能障がい、又は、聴覚機能障がいのみの場合は１、２級（総合等級） 

● 療育手帳Ａ      

● 精神障害者保健福祉手帳１級 

※但し、上記の方が自動車税・軽自動車税の減免を受けている場合に限ります。

障がいのある方が１８歳未満の障がい児、又は知的・精神障がいの場合はそ

の家族とします。 

申請方法 社会福祉課窓口で申請 

申請期間 申請時期については、年度ごと異なるため担当までお問い合わせください 

申請に必要なもの●申請書…用紙は社会福祉課にあります 

        ●該当する障がいがわかる手帳 

        ●自動車税もしくは軽自動車税の減免決定通知書等の写し 

        ●自動車の燃料（電気自動車充電時の電気料も含む）を購入した金額の 

         記載された領収書等の原本（返却不可） 

        ●振込先の通帳 ●印 鑑 ※本人申請の場合不要 

注 意 点 ○『福祉タクシー利用助成券（44 ページ）』との併用はできません。 
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自動車
じどうしゃ

改造費
かいぞうひ

の助成
じょせい

 

           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

 

内  容 手足の不自由な方が就労等に伴い自動車を購入する際に、その車のアクセル・ 

ブレーキ等免許条件となっている個所の改造が必要な場合、改造費に要する 

費用の一部を助成します 

対 象 者 ● 上肢機能障がい、下肢機能障がい、又は、体幹機能障がいを有する方 

      ※ ただし、所得制限があります  

助 成 額 １０万円限度 

申請方法 事前に申請をする必要がありますので、まずは上記までご相談下さい 

 

 

介護用
かいごよう

自動車
じどうしゃ

改造費
かいぞうひ

等
とう

の助成
じょせい

 
           問合せ 及び 申請先：社会福祉課 障がい者支援室 

電 話：２２ – ５１１１ 

（内線３６０２～３６０５・３６１８） 

 

内  容 自動車を自ら運転することができない在宅の身体障がい者を介護するために、 

車椅子使用者に配慮した自動車への改造（購入）が必要な場合、その費用の 

一部を助成します 

対 象 者 ● 下肢機能障がい１、２級 ● 移動機能障がい１、２級 

● 体幹機能障がい１～３級  （それぞれ個別等級） 

上記いずれかの手帳を所持し、市民税 又は 所得税が非課税の世帯に属する方 

助 成 額 改造等に要する経費の１／２以内（２０万円限度） 

申請方法 事前に申請をする必要がありますので、まずは上記までご相談下さい 
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山形県
やまがたけん

身体障
しんたいしょう

がい
い し ゃ

者
しゃ

等用
とうよう

駐車
ちゅうしゃ

施設
し せ つ

利用証
りようしょう

制度
せ い ど

 

       問合せ 及び 申請先：置賜総合支庁 地域保健福祉課（１階） 

電 話：２６ – ６０３１ 
 

内  容 県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている 

身体障がい者等用駐車スペースに駐車する際の利用証を交付します 

※ 県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、 

障がい者等用駐車施設の適正な利用を促進するものです 

対 象 者 次の①～⑥のいずれかに該当する方 

①  身体障がい者のうち歩行困難な方 

                          （等級は個別等級） 

身体障がい区分 等 級 

視覚障がい ４級以上 

聴覚・音声言語機能障がい 該当なし 

平衡機能障がい ５級以上 

肢体不自由 

上肢 ２級以上 

下肢 ６級以上 

体幹 ５級以上 

脳原性上肢 ２級以上 

脳原性移動 ６級以上 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸障がい・肝臓 ４級以上 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい ４級以上 

② 介護保険の要介護状態区分「要介護度１」以上 

   ③ 療育手帳Ａ 

④ 特定疾患医療費（指定難病）受給者又は特定疾患医療受給者 

⑤ 妊娠７ヶ月から産後１年の方。（ただし、産後については、乳児を同伴している場 

合に限り使用可能） 

⑥ けが又は病気の方（補装具等の使用を要する方） 

…車いす、杖等の使用期間（医師の診断書が必要です） 

申請方法 ①～⑥いずれかに該当することが分かる資料（障がい者手帳の写し等）を 

          上記の置賜総合支庁 地域保健福祉課までお持ち下さい 

※ 本人以外の方が申請の場合は、運転免許証等の身分証明書が必要です 

※ 交付手数料は、無料です 

有効期間 ①～④に該当する方・・・交付要件に該当しなくなるまでの期間 

⑤、⑥に該当する方・・・1 年未満で必要な期間 
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駐車
ちゅうしゃ

禁止
き ん し

除外
じょがい

標 章
ひょうしょう

の交付
こ う ふ

 

  問合せ 及び 申請先    ○ 山形県警察本部 交通規制課 

電 話：（０２３）６２６ – ０１１０ 

○ 米沢警察署 交通課 

電 話：２６ – ０１１０ 

○ 山形県身体障害者交通安全友の会 

 （山形県身体障がい者福祉協会内） 

電 話：（０２３）６８６ – ３６９０ 

 

内  容 身体障がい者等で歩行困難な方を対象に、山形県公安委員会が 

駐車禁止除外標章を発行します。本人が利用する車（タクシーを含む）に 

この標章を掲げておくと駐車禁止規制の対象から除外されます 

対 象 者 次の①～⑤のいずれかに該当する方 

① 身体障がい者のうち歩行困難な方 

身体障がい区分 等 級 

視覚障がい １～３級及び４級の１ 

聴覚障がい 2級及び３級 

音声・言語・そしゃく機能障がい 該当なし 

平衡機能障がい ３級 

肢体不自由 

上肢 １級及び２級の１及び２級の２ 

下肢 １～４級 

体幹 １～３級 

脳病変による運動機能 
上肢 

１級及び２級（一上肢のみに運

動機能障がいがある場合を除

く） 

移動 １及び２級 
心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸機能障害 １級及び３級 

肝臓・免疫能障がい １～３級 

 

② 戦傷病者のうち歩行困難な方 

障がい区分 等 級 

視覚・聴覚・平衡・体幹 

機能障がい 
特別項症から第四項症までの各項症 

肢体不自由（上肢・下肢）・心臓・

じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・

小腸・肝臓機能障がい 

特別項症から第三項症までの各項症 

③ 療育手帳Ａ ④ 精神保健福祉手帳１級 ⑤ 色素性乾皮症患者（昼間に限る） 

 

申請方法 ①～⑥いずれかに該当することが分かる資料（障がい者手帳の写し等）を 

     持って上記でお手続きください 

こちらでの手続きの場合、

\2,000（友の会会費）が 

必要となります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい（児）者の福祉ガイド 

 

令和５年５月発行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行  米沢市
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